
 

議案第１８号  

羽生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

羽生市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２１号）の一部を次

のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（課税額）  （課税額）  

第２条  前条の者に対して課する国民

健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被

保険者につき算定した次に掲げる額

の合算額とする。  

第２条  前条の者に対して課する国民

健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被

保険者につき算定した次に掲げる額

の合算額とする。  

（１）  基礎課税額（国民健康保険

税のうち、羽生市国民健康保険特

別会計において負担する国民健康

保険事業に要する費用（国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２

号）の規定による国民健康保険事

業費納付金（以下この条において

「国民健康保険事業費納付金」と

いう。）の納付に要する費用のう

ち、埼玉県の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する高齢

者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下こ

の条において「後期高齢者支援金

等」という。）、介護保険法（平

成９年法律第１２３号）の規定に

よる納付金（以下この条において

（１）  基礎課税額（国民健康保険

税のうち、羽生市国民健康保険特

別会計において負担する国民健康

保険事業に要する費用（国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２

号）の規定による国民健康保険事

業費納付金（以下この条において

「国民健康保険事業費納付金」と

いう。）の納付に要する費用のう

ち、埼玉県の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する高齢

者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下こ

の条において「後期高齢者支援金

等 」 と い う 。 ） 及 び 介 護 保 険 法

（平成９年法律第１２３号）の規

定による納付金（以下この条にお



 

「介護納付金」という。）の納付

に 要 す る 費 用 に 充 て る 部 分 を 除

く。）及び子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）の規

定による子ども・子育て支援納付

金 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 」 と い

う。）に充てるための国民健康保

険 税 の 課 税 額 を い う 。 以 下 同

じ。）  

いて「介護納付金」という。）の

納付に要する費用に充てる部分を

除く。）に充てるための国民健康

保 険 税 の 課 税 額 を い う 。 以 下 同

じ。）  

（２）・（３）  （略）  （２）・（３）  （略）  

（４）  子ども・子育て支援納付金

課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（埼玉県の国民健康

保険に関する特別会計において負

担する子ども・子育て支援納付金

の納付に要する費用に充てる部分

に限る。）に充てるための国民健

康保険税の課税額をいう。以下同

じ。）  

 

２  前項第１号の基礎課税額は、世帯

主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額

及び被保険者均等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が６６万円

を超える場合においては、基礎課税

額は、６６万円とする。  

２  前項第１号の基礎課税額は、世帯

主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額

及び被保険者均等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が６５万円

を超える場合においては、基礎課税

額は、６５万円とする。  

３  第１項第２号の後期高齢者支援金

等課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額及び被保険者均等

割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が２６万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額

は、２６万円とする。  

３  第１項第２号の後期高齢者支援金

等課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均

等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が２４万円を超える場合に

おいては、後期高齢者支援金等課税

額は、２４万円とする。  

４  第１項第３号の介護納付金課税額

は、介護納付金課税被保険者である

世 帯 主 （ 前 条 第 ２ 項 の 世 帯 主 を 除

く。）及びその世帯に属する介護納

４  第１項第３号の介護納付金課税額

は、介護納付金課税被保険者である

世 帯 主 （ 前 条 第 ２ 項 の 世 帯 主 を 除

く。）及びその世帯に属する介護納



 

付金課税被保険者につき算定した所

得割額及び被保険者均等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が１７

万円を超える場合においては、介護

納付金課税額は、１７万円とする。  

付金課税被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が

１７万円を超える場合においては、

介護納付金課税額は、１７万円とす

る。  

５  第１項第４号の子ども・子育て支

援納付金課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険者

につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額に、その世帯に

属する１８歳以上被保険者（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号。以

下「法」という。）第７０３条の４

第３０項に規定する１８歳以上被保

険者をいう。以下同じ。）につき算

定した１８歳以上被保険者均等割額

を加算した額とする。  

 

（国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の所得割額）  

（国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の所得割額）  

第３条  前条第２項の所得割額は、賦

課期日の属する年の前年の所得に係

る法第３１４条の２第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

計額から同条第２項の規定による控

除をした後の総所得金額及び山林所

得金額の合計額（第６条及び第７条

において「基礎控除後の総所得金額

等」という。）に１００分の７．２

を乗じて算定する。  

第３条  前条第２項の所得割額は、賦

課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下「法」という。）第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合計額から同条

第２項の規定による控除をした後の

総所得金額及び山林所得金額の合計

額（第６条及び第７条において「基

礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額 等 」 と い

う。）に１００分の７．２を乗じて

算定する。  

２  （略）  ２  （略）  

（介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額）  

（介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額）  

第７条の２  （略）  第７条の２  （略）  

（国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の所

得割額）  

 

第７条の３  第２条第５項の所得割額

は 、 基 礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額 等 に

 



 

１００分の０．３１を乗じて算定す

る。  

（国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額）  

 

第７条の４  第２条第５項の被保険者

均等割額は、被保険者１人について

１，９２２円とする。  

 

（ １ ８ 歳 以 上 被 保 険 者 に 係 る 子 ど

も・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額）  

 

第７条の５  第２条第５項の１８歳以

上被保険者均等割額は、１８歳以上

被保険者１人について１２２円とす

る。  

 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦

課）  

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦

課）  

第１１条  （略）  第１１条  （略）  

２～８  （略）  ２～８  （略）  

９  第１項の賦課期日後に国民健康保

険税の納税義務者の世帯に属する１８

歳以上被保険者となった者がある場

合には、当該１８歳以上被保険者と

なった日を同項の賦課期日とみなし

て算定した当該納税義務者に係る第

２条第１項の額から当該１８歳以上

被保険者となった者が当該世帯に属

する１８歳以上被保険者でないもの

とみなして算定した当該納税義務者

に係る同項の額を控除した残額を、

当該１８歳以上被保険者となった日

の属する月から、月割りをもって当

該納税義務者に課する。  

 

（国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額）  

第１９条  次の各号のいずれかに掲げ

る国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は、

第２条第２項本文の基礎課税額から

アに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が６６万円を超え

る場合には、６６万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額

第１９条  次の各号のいずれかに掲げ

る国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は、

第２条第２項本文の基礎課税額から

アに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が６５万円を超え

る場合には、６５万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額



 

からイに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２６万円を

超える場合には、２６万円）及び同

条第４項本文の介護納付金課税額か

ら ウ に 掲 げ る 額 を 減 額 し て 得 た 額

（当該減額して得た額が１７万円を

超える場合には、１７万円）の合算

額とする。  

からイに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が２４万円を

超える場合には、２４万円）及び同

条第４項本文の介護納付金課税額か

ら ウ に 掲 げ る 額 を 減 額 し て 得 た 額

（当該減額して得た額が１７万円を

超える場合には、１７万円）の合算

額とする。  

（１）～（３）  （略）  （１）～（３）  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

３  国民健康保険税の納税義務者の世

帯に地方税法施行令第５６条の８９

第４項に規定する出産被保険者（以

下「出産被保険者」という。）が属

する場合における当該納税義務者に

対して課する所得割額並びに被保険

者均等割額及び１８歳以上被保険者

均等割額（第１項に規定する金額を

減 額 す る も の と し た 場 合 に あ っ て

は、その減額後の被保険者均等割額

及び１８歳以上被保険者均等割額）

は、当該所得割額並びに被保険者均

等割額及び１８歳以上被保険者均等

割額から、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。  

３  国民健康保険税の納税義務者の世

帯に地方税法施行令第５６条の８９

第４項に規定する出産被保険者（以

下「出産被保険者」という。）が属

する場合における当該納税義務者に

対して課する所得割額及び被保険者

均等割額（第１項に規定する金額を

減 額 す る も の と し た 場 合 に あ っ て

は 、 そ の 減 額 後 の 被 保 険 者 均 等 割

額）は、当該所得割額及び被保険者

均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。  

（１）～（６）  （略）  （１）～（６）  （略）  

（７）  国民健康保険の出産被保険

者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の所得割額  当該出産被

保険者につき第７条の３の規定に

より算定した所得割額の１２分の

１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額  

 

（８）  国民健康保険の出産被保険

者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の被保険者均等割額  当

該出産被保険者につき第７条の４

の規定により算定した被保険者均

等割額（第１項に規定する金額を

減額するものとした場合にあって

 



 

は、その減額後の被保険者均等割

額）の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額  

（９）  国民健康保険の出産被保険

者に係る子ども・子育て支援納付

金課税額の１８歳以上被保険者均

等割額  当該出産被保険者につき

第７条の５の規定により算定した

１８歳以上被保険者均等割額（第

１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減

額後の１８歳以上被保険者均等割

額）の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額  

 

４  国民健康保険税の納税義務者の属

する世帯内に１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日以前である被保

険者（以下「１８歳未満被保険者」

という。）がある場合における当該

納税義務者に対して課する子ども・

子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額（当該納税義務者の世帯に

属する１８歳未満被保険者につき算

定した被保険者均等割額（第１項、

第２項又は前項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）に

限る。）は、当該被保険者均等割額

から、当該被保険者均等割額に相当

する額を減額して得た額とする。  

 

附  則  附  則  

（上場株式等に係る配当所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例）  

（上場株式等に係る配当所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例）  

４  世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３３条の２

第５項の配当所得等を有する場合に

おける第３条、第６条、第７条、第

４  世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３３条の２

第５項の配当所得等を有する場合に

おける第３条、第６条、第７条及び



 

７条の３及び第１９条の規定の適用

については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条の

２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」と、第１９

条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３３条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金

額」とする。  

第１９条の規定の適用については、

第 ３ 条 第 １ 項 中 「 及 び 山 林 所 得 金

額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３３条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第３３条の２第５項

に規定する上場株式等に係る配当所

得等の金額」と、第１９条第１項中

「 及 び 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の は

「及び山林所得金額並びに法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」とす

る。  

（長期譲渡所得に係る国民健康保険

税の課税の特例）  

（長期譲渡所得に係る国民健康保険

税の課税の特例）  

５  世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３４条第４

項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第７条、第７条の

３及び第１９条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額（租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第

３ ４ 条 の ３ 第 １ 項 、 第 ３ ５ 条 第 １

項、第３５条の２第１項、第３５条

の３第１項又は第３６条の規定に該

当する場合には、これらの規定の適

用により同法第３１条第１項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額。以下この項

において「控除後の長期譲渡所得の

金額」という。）の合計額から法第

５  世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３４条第４

項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第７条及び第１９

条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３４

条第４項に規定する長期譲渡所得の

金額（租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第３３条の４第１項

若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３

第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項、第３５条の３第１項又

は第３６条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法

第３１条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除

した金額。以下この項において「控

除 後 の 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 」 と い

う。）の合計額から法第３１４条の



 

３１４条の２第２項」と、「及び山

林所得金額の合計額（」とあるのは

「及び山林所得金額並びに控除後の

長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 の 合 計 額 （ 」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額」と、第

１ ９ 条 第 １ 項 中 「 及 び 山 林 所 得 金

額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額」とする。  

２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに控除後の長期譲渡所

得の金額の合計額（」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附

則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」と、第１９条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第

３４条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額」とする。  

（一般株式等に係る譲渡所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例）  

（一般株式等に係る譲渡所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例）  

７  世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２

第５項の一般株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第

６条、第７条、第７条の３及び第１９

条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２第５項に規定する

一 般 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金

額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、第１９条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」とする。  

７  世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２

第５項の一般株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第

６条、第７条及び第１９条の規定の

適 用 に つ い て は 、 第 ３ 条 第 １ 項 中

「 及 び 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の は

「及び山林所得金額並びに法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「 同 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 法 第

３１４条の２第２項」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の２第５項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、第１９条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３５条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。  

（先物取引に係る雑所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例）  

（先物取引に係る雑所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例）  

８  世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の４

第４項の事業所得、譲渡所得又は雑

８  世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の４

第４項の事業所得、譲渡所得又は雑



 

所得を有する場合における第３条、

第６条、第７条、第７条の３及び第

１９条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の４第４項に規定

す る 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金

額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の４第４項に規定

す る 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金

額」と、第１９条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」とする。  

所得を有する場合における第３条、

第６条、第７条及び第１９条の規定

の適用については、第３条第１項中

「 及 び 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の は

「及び山林所得金額並びに法附則第

３５条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４

条 の ２ 第 ２ 項 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中

「 又 は 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の は

「若しくは山林所得金額又は法附則

第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」と、第

１ ９ 条 第 １ 項 中 「 及 び 山 林 所 得 金

額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」とする。  

（上場株式等に係る譲渡所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例）  

（上場株式等に係る譲渡所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例）  

９  世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２

の２第５項の上場株式等に係る譲渡

所 得 等 を 有 す る 場 合 に お け る 第 ３

条、第６条、第７条、第７条の３及

び 第 １ ９ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲

渡 所 得 等 の 金 額 」 と 、 「 同 条 第 ２

項」とあるのは「法第３１４条の２

第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第３５条の

２の２第５項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第１９

条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３５条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等

９  世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２

の２第５項の上場株式等に係る譲渡

所 得 等 を 有 す る 場 合 に お け る 第 ３

条、第６条、第７条及び第１９条の

規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則

第３５条の２の２第５項に規定する

上 場 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金

額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得

等 の 金 額 」 と 、 第 １ ９ 条 第 １ 項 中

「 及 び 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の は

「及び山林所得金額並びに法附則第

３５条の２の２第５項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」



 

の金額」とする。  とする。  

（土地の譲渡等に係る事業所得等に

係る国民健康保険税の課税の特例）  

（土地の譲渡等に係る事業所得等に

係る国民健康保険税の課税の特例）  

１０  世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の

３第５項の事業所得又は雑所得を有

する場合における第３条、第６条、

第７条、第７条の３及び第１９条の

規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の３第５項に規定する土地

等 に 係 る 事 業 所 得 等 の 金 額 」 と 、

「 同 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 法 第

３１４条の２第２項」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附

則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、

第１９条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３３条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の

金額」とする。  

１０  世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の

３第５項の事業所得又は雑所得を有

する場合における第３条、第６条、

第７条及び第１９条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３３条の３

第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３３条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額」と、第１９条第１項中

「 及 び 山 林 所 得 金 額 」 と あ る の は

「及び山林所得金額並びに法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」とする。  

（特例適用利子等に係る国民健康保

険税の課税の特例）  

（特例適用利子等に係る国民健康保

険税の課税の特例）  

１１  世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第８条第２項に

規定する特例適用利子等、同法第１２

条第５項に規定する特例適用利子等

又は同法第１６条第２項に規定する

特例適用利子等に係る利子所得、配

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑

所得を有する場合における第３条、

第６条、第７条、第７条の３及び第

１９条第１項の規定の適用について

は、第３条第１項中「山林所得金額

１１  世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第８条第２項に

規定する特例適用利子等、同法第１２

条第５項に規定する特例適用利子等

又は同法第１６条第２項に規定する

特例適用利子等に係る利子所得、配

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑

所得を有する場合における第３条、

第６条、第７条及び第１９条第１項

の規定の適用については、第３条第

１項中「山林所得金額の合計額から



 

の合計額から同条第２項」とあるの

は「山林所得金額並びに外国居住者

等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭

和３７年法律第１４４号）第８条第

２項（同法第１２条第５項及び第１６

条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用利子等の

額（以下この条及び第１９条第１項

において「特例適用利子等の額」と

いう。）の合計額から法第３１４条

の２第２項」と、「山林所得金額の

合計額（」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用利子等の額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山

林 所 得 金 額 又 は 特 例 適 用 利 子 等 の

額」と、第１９条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額

並 び に 特 例 適 用 利 子 等 の 額 」 と す

る。  

同条第２項」とあるのは「山林所得

金額並びに外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律（昭和３７年法律

第１４４号）第８条第２項（同法第

１２条第５項及び第１６条第２項に

おいて準用する場合を含む。）に規

定する特例適用利子等の額（以下こ

の 条 及 び 第 １ ９ 条 第 １ 項 に お い て

「特例適用利子等の額」という。）

の合計額から法第３１４条の２第２

項 」 と 、 「 山 林 所 得 金 額 の 合 計 額

（」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は特例適用利子等の額」と、

第１９条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特

例適用利子等の額」とする。  

（特例適用配当等に係る国民健康保

険税の課税の特例）  

（特例適用配当等に係る国民健康保

険税の課税の特例）  

１２  世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第８条第４

項に規定する特例適用配当等、同法

第１２条第６項に規定する特例適用

配当等又は同法第１６条第３項に規

定する特例適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場

合 に お け る 第 ３ 条 、 第 ６ 条 、 第 ７

条、第７条の３及び第１９条第１項

の規定の適用については、第３条第

１項中「山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「山林所得

金額並びに外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律第８条第４項（同

法第１２条第６項及び第１６条第３

１２  世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第８条第４

項に規定する特例適用配当等、同法

第１２条第６項に規定する特例適用

配当等又は同法第１６条第３項に規

定する特例適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第３条、第６条、第７条

及び第１９条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「山林所

得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法

律第８条第４項（同法第１２条第６

項及び第１６条第３項において準用



 

項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用配当等の額（以

下この条及び第１９条第１項におい

て 「 特 例 適 用 配 当 等 の 額 」 と い

う。）の合計額から法第３１４条の

２第２項」と、「山林所得金額の合

計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は特例適用配当等の額」

と、第１９条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用配当等の額」とする。  

する場合を含む。）に規定する特例

適用配当等の額（以下この条及び第

１９条第１項において「特例適用配

当等の額」という。）の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当

等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は特例適

用配当等の額」と、第１９条第１項

中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の

額」とする。  

（条約適用利子等に係る国民健康保

険税の課税の特例）  

（条約適用利子等に係る国民健康保

険税の課税の特例）  

１３  世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等

実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲

渡所得、一時所得及び雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第

７条、第７条の３及び第１９条の規

定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等

実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額の合計額から法第３１４条

の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定

１３  世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等

実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲

渡所得、一時所得及び雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第

７条及び第１９条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並び

に 租 税 条 約 等 の 実 施 に 伴 う 所 得 税

法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律（昭和４４年法律第４６

号。以下「租税条約等実施特例法」

という。）第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額の合

計額から法第３１４条の２第２項」

と 、 「 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合 計 額

（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条

の２の２第１０項に規定する条約適



 

す る 条 約 適 用 利 子 等 の 額 の 合 計 額

（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は租税条約等実施特例法

第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額」と、第１９条

第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等

の額」とする。  

用利子等の額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は

租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１０項に規定する条約適用利子

等の額」と、第１９条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１０項に規

定 す る 条 約 適 用 利 子 等 の 額 」 と す

る。  

（条約適用配当等に係る国民健康保

険税の課税の特例）  

（条約適用配当等に係る国民健康保

険税の課税の特例）  

１４  世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１２項に規定

す る 条 約 適 用 配 当 等 に 係 る 利 子 所

得、配当所得及び雑所得を有する場

合 に お け る 第 ３ 条 、 第 ６ 条 、 第 ７

条、第７条の３及び第１９条の規定

の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和４４年

法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当

等の額の合計額から法第３１４条の

２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等実施特例

法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約等実施特例法第３

条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等の額」と、第１９条第１

項中「及び山林所得金額」とあるの

１４  世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１２項に規定

す る 条 約 適 用 配 当 等 に 係 る 利 子 所

得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第３条、第６条、第７条

及び第１９条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。

以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額の合計額

から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当

等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額」

と、第１９条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得



 

は「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額」

とする。  

金額並びに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額」とする。  

  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２  この条例による改正後の羽生市国民健康保険税条例の規定は、令

和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年

度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。  

令和８年２月２４日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    


